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風
薫
る
さ
わ
や
か
な
候
、
松
茂
町
の
皆
様
方
に
は
益
々
ご
清
祥
の

こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
松
茂
町
議
会
の
議
長
に
推
挙
さ
れ
五
月
一
日
に
就
任

い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
こ
と
に
身
に
余
る
光
栄
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
、
ま
だ
ま
だ
若
輩
で
未
熟
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
誠
意
を
も
っ

て
事
に
当
た
り
、
各
方
面
の
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
な
が
ら
、
議
会

の
円
滑
な
る
運
営
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
松
茂
町
お
よ
び
地
方
自

治
の
益
々
の
発
展
の
た
め
に
、
最
善
の
努
力
を
い
た
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曾
有
の
国
難
が
お
こ
り
、
国
を
挙
げ
て

復
興
・
支
援
に
取
り
組
み
、
同
時
に
西
日
本
各
地
で
は
、
南
海
ト
ラ

フ
に
よ
る
地
震
・
津
波
の
防
災
対
策
に
力
を
傾
注
し
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
安
倍
政
権
の
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
よ
り
、
円
安
・
株
高

が
進
み
、
日
本
経
済
は
好
転
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
輸
入

品
の
物
価
高
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
実
感
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
現
状
で
あ

り
ま
す
。

　

今
後
、
財
政
の
さ
ら
に
厳
し
い
状
況
が
予
想
さ
れ
る
中
、
緊
急
重

要
な
事
業
も
か
か
え
る
松
茂
町
政
の
健
全
な
推
進
は
、
町
民
の
皆
様

が
大
き
く
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
存
じ
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
議
会
と
町
行
政
と
は
「
車
の
両
輪
」
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
議
会
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
果
た
し
つ
つ
、

町
当
局
と
と
も
に
全
力
を
傾
注
し
て
町
民
各
位
の
ご
期
待
に
応
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
多
幸
を
祈
念
し
な
が
ら
議
長
就
任
の
ご
挨
拶
と
し
ま
す
。
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５月１日に臨時会が開催され、
委員会構成が決まりました。［       　　　   ］
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■議決の結果及び内容（詳しくは会議録をご覧ください。会議録は図書館にあります。）  
 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 25年３月７日 原案同意
同意の内容 ◆固定資産評価審査委員会委員として引き続いて古川静男氏と新たに
 里見恒利氏を選任することに同意。

議案第１号 松茂町課設置条例の一部を改正する条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆防災の体制強化を図るため、危機管理室を設置する改正。

議案第２号 松茂町個人情報保護条例の一部を改正する条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆国有林野事業における国営事業が廃止されたことに伴い、語句を整理
 するもの。

議案第３号 松茂町新型インフルエンザ等対策本部条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆松茂町新型インフルエンザ等対策本部に関する必要な事項を改正。

議案第４号 板野郡障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更につい 25年3月22日 原案可決
 て
改正の内容 ◆障害者自立支援法の改正があったため、条例について所要の整備を行
 うもの。

議案第５号 松茂町地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地 25年3月22日 原案可決
 域密着型サービス事業者等の指定に関する事項を定める条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第６号 松茂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 25年3月22日 原案可決
 営に関する基準を定める条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第７号 松茂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 25年3月22日 原案可決
 及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護
 予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第８号 松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す 25年3月22日 原案可決
 る条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第９号 松茂町道の構造の技術的基準を定める条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第10号 松茂町道に設ける道路標識の寸法を定める条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第11号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施 25年3月22日 原案可決
 行条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第12号 松茂町営住宅等の整備基準を定める条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第13号 松茂町都市下水路の設置及び管理に関する条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第14号 松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例の一部を 25年3月22日 原案可決
 改正する条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第15号 松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 25年3月22日 原案可決
 る条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第16号 松茂町公共下水道条例の一部を改正する条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。
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 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

議案第17号 松茂町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並 25年3月22日 原案可決
 びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
改正の内容 ◆国における法律改正に伴い、町において条例の制定及び改正を行うもの。

議案第18号 町道路線の認定について 25年3月22日 原案可決
認定の内容 ◆開発行為に伴う道路を新たに５路線認定。

議案第19号 平成24年度松茂町一般会計補正予算（第５号） 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ135,558,000円を
 追加し、総額を5,513,518,000円とする。

議案第20号 平成24年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,132,000円を減額
 し、総額を1,652,534,000円とする。

議案第21号 平成24年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第３号） 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46,655,000円を追加
 し、総額を962,153,000円とする。

議案第22号 平成24年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号） 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,185,000円を追加し、
 総額を14,520,000円とする。

議案第23号 平成24年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第３号） 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ45,276,000円を減額
 し、総額を503,454,000円とする。

議案第24号 平成25年度松茂町一般会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆歳入歳出予算の総額を5,115,392,000円とする。

議案第25号 平成25年度松茂町国民健康保険特別会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆歳入歳出予算の総額を1,538,961,000円とする。

議案第26号 平成25年度松茂町介護保険特別会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆歳入歳出予算の総額を925,065,000円とする。

議案第27号 平成25年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆歳入歳出予算の総額を152,597,000円とする。

議案第28号 平成25年度松茂町長原渡船運行特別会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆歳入歳出予算の総額を11,335,000円とする。

議案第29号 平成25年度松茂町農業集落排水特別会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆歳入歳出予算の総額を104,517,000円とする。

議案第30号 平成25年度松茂町公共下水道特別会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆歳入歳出予算の総額を530,721,000円とする。

議案第31号 平成25年度松茂町水道特別会計予算 25年3月22日 原案可決
予算の内容 ◆収益的収入及び支出の予定額は、296,134,000円とする。

発議第１号 松茂町議会委員会条例の一部を改正する条例 25年3月22日 原案可決
改正の内容 ◆危機管理室の所管委員会を、総務常任委員会とするもの。

発議第２号 予算特別委員会設置に関する決議 25年３月７日 原案可決
発議の内容 ◆平成25年度松茂町一般会計予算審査のため、予算特別委員会を設置
 する。

 委員会の閉会中の継続調査について 25年3月22日 原案可決
 ◆総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会
 運営委員会、広報特別委員会及び地震・津波対策特別委員会は継続調査
 を行う。
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◯は賛成　×は反対　　新保議長には表決権はありませんが、可否同数のときのみ議決が決します。
「除斥」とは、審議の公正を期するために、利害関係を有する議員は当該事件の審議に参加することができない
とする制度です。「退場」とは、表決を棄権し、退場した者を指します。
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諮問・同意・発議・承認・議案

表　決　結　果（平成25年第１回定例会）

同意１ 固定資産評価審査委員会委員の選任について

議案１ 松茂町課設置条例の一部を改正する条例 

議案２ 松茂町個人情報保護条例の一部を改正する条例

議案３ 松茂町新型インフルエンザ等対策本部条例

議案４ 板野郡障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について

議案５ 松茂町地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地
 域密着型サービス事業者等の指定に関する事項を定める条例

議案６ 松茂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
 に関する基準を定める条例

議案７ 松茂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
 及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護
 予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

議案８ 松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する
 条例

議案９ 松茂町道の構造の技術的基準を定める条例

議案10 松茂町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

議案11 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行
 条例

議案12 松茂町営住宅等の整備基準を定める条例

議案13 松茂町都市下水路の設置及び管理に関する条例

議案14 松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例の一部を
 改正する条例

議案15 松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
 る条例

議案16 松茂町公共下水道条例の一部を改正する条例

議案17 松茂町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並
 びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

議案18 町道路線の認定について

議案19 平成24年度松茂町一般会計補正予算（第５号）

議案20 平成24年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案21 平成24年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案22 平成24年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）

議案23 平成24年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第３号）

議案24 平成25年度松茂町一般会計予算 

議案25 平成25年度松茂町国民健康保険特別会計予算

議案26 平成25年度松茂町介護保険特別会計予算

議案27 平成25年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算

議案28 平成25年度松茂町長原渡船運行特別会計予算

議案29 平成25年度松茂町農業集落排水特別会計予算

議案30 平成25年度松茂町公共下水道特別会計予算

議案31 平成25年度松茂町水道特別会計予算

発議１ 松茂町議会委員会条例の一部を改正する条例

発議２ 予算特別委員会設置に関する決議

 委員会の閉会中の継続調査について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 同意
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 可決
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 可決
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佐
藤 

富
男 

議
員

子
ど
も
の
眼
科
検
診
に
つ
い
て

は
、
近
隣
の
市
町
村
で
は
、
学

校
医
に
よ
る
検
診
が
十
分
に
行
わ
れ
て

い
る
が
、
我
が
町
の
幼
稚
園
に
お
い
て

は
、
残
念
な
が
ら
、
学
校
医
で
は
な
く

担
任
に
よ
る
視
力
検
査
ぐ
ら
い
し
か
行

わ
れ
て
い
な
い
。
少
子
・
高
齢
化
が
進

む
中
、
子
ど
も
た
ち
の
目
の
病
気
に
つ

い
て
は
早
期
発
見
・
早
期
治
療
が
ま
す

ま
す
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
我
が
町
に

お
い
て
も
ぜ
ひ
四
歳
児
向
け
の
、
学
校

医
に
よ
る
健
康
診
断
を
実
施
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、

目
は
本
当
に
大
切
な
も
の
で
、

こ
の
健
康
は
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
眼
科
医
の
話
に
よ
る
と
、
四
歳
前

後
が
目
の
検
査
を
す
る
の
に
一
番
適
し

た
時
期
だ
と
も
言
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
平
成
二
十
五

年
度
か
ら
、
町
立
幼
稚
園
に
お
い
て
年

少
組
（
四
歳
児
）
の
検
査
を
で
き
る
よ

う
に
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
第
一
回
目
の
定
例
会
が
三
月
七
日
か
ら
二
十
二
日
に

か
け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
に
当
た
る
十
一
日
に
は

一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
年
を
迎

え
、
議
事
に
先
立
ち
、
被
害
者
の
方
々
へ
黙
祷
を
捧
げ
ま
し

た
。
今
回
は
質
問
者
が
一
名
で
す
が
、
地
震
・
津
波
対
策
を

は
じ
め
、
町
行
政
の
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
明
確
に
で
き
た

質
問
が
行
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

議会会議録は
松茂町図書館に
配置してあります

こ
こ
が
聞
き
た
い
！

 

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

幼
稚
園
児
の
眼
科
検
診

に
つ
い
て

1

一般会計　５１億１,５３９万円　[前年度比４.７％減]
特別会計　３７億９,６６３万円　[前年度比２.４％増]

予算の内訳 予算総額　８９億１,２０２万円
  会　計　名

一 般 会 計

国民健康保険

介 護 保 険

後期高齢者医療

長原渡船運行

農業集落排水

公 共 下 水 道

　　収益的収支

　　資本的支出

　　水 道 小 計

特別会計小計

　合　　計

当初予算

5,115,392,000

1,538,961,000

925,065,000

152,597,000

11,335,000

104,517,000

530,721,000

296,134,000

220,767,000

533,434,000

3,796,630,000

8,912,022,000

特　

別　

会　

計水　

道

単位：円

平成25年度一般会計・特別会計当初予算平成25年度一般会計・特別会計当初予算

一般会計
5,115,392,000 円

国民健康保険
1,538,961,000 円

介護保険
925,065,000 円

後期高齢者医療
152,597,000 円

長原渡船運行
11,335,000 円

農業集落排水
104,517,000 円

公共下水道
530,721,000 円

水道 (収益的収支)
296,134,000 円

水道 (資本的支出)
220,767,000 円

各会計
予算額
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町
長
は
日
ご
ろ
よ
り
、
今
後
予

想
さ
れ
る
東
海
、
東
南
海
、
南

海
の
三
連
動
大
地
震
発
生
に
備
え
、
我

が
町
で
は
一
人
も
犠
牲
者
を
出
さ
な
い

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

国
、
県
、
町
が
そ
れ
ぞ
れ
、
多
く
の
地

震
・
津
波
対
策
事
業
に
着
手
し
、
現
在

進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
多
く
の
課

題
を
抱
え
る
中
、
今
年
の
八
月
に
は
町

長
は
四
期
目
の
任
期
を
満
了
す
る
が
、

今
後
も
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
ん
で

い
く
お
つ
も
り
な
の
か
、
お
気
持
ち
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、
現
在
、

町
で
は
、
多
く
の
地
震
・
津
波

予
防
対
策
事
業
が
数
多
く
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を

し
っ
か
り
と
踏
ま
え
、
我
が
町
か
ら
は

一
人
も
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
。
そ
の
道

筋
を
つ
け
る
こ
と
が
町
長
の
責
務
で
も

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
町
民
の
皆
様
、

ま
た
議
会
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
、

ご
支
援
を
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
最
後

の
ご
奉
仕
と
し
て
、
今
後
も
町
行
政
を

力
強
く
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

  

常
任
委
員
会

 

　

 

委
員
長
レ
ポ
ー
ト

　

第
一
回
定
例
会
に
お
け
る

　

委
員
長
報
告
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
各
会
計
の
補
正
総
額
等
は
、
議
決
の

結
果
及
び
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

森
谷　

靖

　

付
託
さ
れ
た
案
件
の
議

案
三
件
は
、
原
案
の
と
お

り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

松
茂
町
課
設
置
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

今
回
の
条
例
は
、
こ
れ
ま
で
防
災
関

係
の
事
務
は
総
務
課
内
に
お
い
て
危
機

管
理
対
策
準
備
室
が
行
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
平
成
二
十
五
年
度
よ
り
防
災

の
体
制
強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
危

機
管
理
室
を
設
置
す
る
こ
と
か
ら
課
の

設
置
条
例
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

松
茂
町
個
人
情
報
保
護
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
に
、

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維

持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
の
管
理

運
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
が
、
実
質
的
に
は

国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
国
営
事
業
が

廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
の
国
営
企
業

形
態
が
す
べ
て
な
く
な
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の

改
正
は
語
句
の
整
理
を
す
る
た
め
に
、

条
例
中
か
ら
国
を
削
除
す
る
も
の
で
す
。

平
成
二
十
四
年
度
松
茂
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

（
所
管
分
）

　

事
業
の
確
定
及
び
最
終
見
込
み
に
よ

る
補
正
額
の
増
減
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

津
波
防
災
対
策
検
討
委
託
業
務
は
、

ど
ん
な
内
容
で
ど
こ
の
業
者
に
委
託

し
て
い
る
の
で
す
か
。

Ａ　

委
託
内
容
は
、
津
波
の
避
難
場
所

の
地
質
調
査
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
が
、
専
門
的
な
技
術
や
知
識

が
必
要
な
も
の
を
業
者
委
託
し
て
い

ま
す
。
委
託
先
は
県
内
の
業
者
で
す
。

Ｑ　

庁
舎
改
築
工
事
実
施
設
計
を
発
注

し
て
い
る
委
託
業
者
に
は
、
庁
舎
設

計
に
際
し
て
町
の
考
え
方
や
基
本
的

な
仕
様
に
つ
い
て
ど
の
程
度
打
合
せ

を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

Ａ　

今
回
、
建
て
替
え
を
し
よ
う
と
す

る
庁
舎
は
、
昭
和
四
十
年
に
建
築
さ

れ
た
も
の
で
老
朽
化
し
て
お
り
耐
震

化
が
必
要
で
す
。
町
の
敷
地
を
効
率

的
に
活
用
し
、
町
民
が
利
用
し
や
す

い
建
物
に
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
耐

震
化
も
含
め
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検

討
し
設
計
す
る
よ
う
に
指
示
を
し
て

あ
り
ま
す
。

Ｑ　

津
波
が
町
を
襲
っ
た
際
に
は
、
特

に
庁
舎
の
１
階
部
分
の
浸
水
が
予
測

さ
れ
ま
す
。
庁
舎
の
設
計
時
に
は
、

こ
う
し
た
こ
と
も
見
込
ん
で
い
る
の

で
す
か
。

Ａ　

今
の
段
階
は
、
ま
だ
具
体
的
な
設

計
は
協
議
中
で
あ
り
、
議
会
に
は
内

容
が
ま
と
ま
り
し
だ
い
報
告
を
し
て

ま
い
り
ま
す
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

一
森　

敬
司

　

付
託
さ
れ
た
案
件
の
議

案
十
八
件
は
、
原
案
の
と

お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

松
茂
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

松
茂
町
道
の
構
造
の
技
術
的

基
準
を
定
め
る
条
例

町
政
に
つ
い
て

2
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松
茂
町
道
に
設
け
る
道
路
標

識
の
寸
法
を
定
め
る
条
例

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
施
行
条
例

松
茂
町
営
住
宅
等
の
整
備
基

準
を
定
め
る
条
例 

松
茂
町
都
市
下
水
路
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

松
茂
町
公
園
及
び
緑
地
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

松
茂
町
営
住
宅
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

松
茂
町
公
共
下
水
道
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

松
茂
町
水
道
事
業
布
設
工
事
監

督
者
の
配
置
基
準
及
び
資
格
基

準
並
び
に
水
道
技
術
管
理
者
の

資
格
基
準
に
関
す
る
条
例

　

今
回
の
条
例
制
定
及
び
改
正
に
つ
い

て
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

が
施
行
さ
れ
、
各
法
律
の
改
正
に
伴
い

条
例
委
任
さ
れ
た
も
の
に
つ
き
ま
し
て
、

各
課
に
て
関
係
す
る
条
例
を
定
め
る
も

の
で
す
。

　

松
茂
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

に
お
け
る
技
術
管
理
者
の
資
格
基
準
を

定
め
る
も
の
で
す
。

　

松
茂
町
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を

定
め
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
規

格
、
車
線
の
幅
員
、
路
肩
の
幅
員
、
歩

道
の
規
格
な
ど
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

　

松
茂
町
道
に
設
け
る
道
路
標
識
の
寸

法
を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
松
茂

町
道
に
設
け
る
道
路
標
識
の
寸
法
を
定

め
る
も
の
で
す
。

　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円

滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

に
つ
い
て
は
、
特
定
道
路
の
歩
道
の
勾

配
、
歩
道
と
車
道
の
分
離
の
基
準
な
ど
、

ま
た
、
都
市
公
園
内
の
園
路
、
便
所
な

ど
の
特
定
公
園
施
設
の
設
置
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

松
茂
町
営
住
宅
等
の
整
備
基
準
を
定

め
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
松
茂
町
営
住

宅
の
床
面
積
の
基
準
、
集
会
所
や
広
場

の
規
定
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

松
茂
町
都
市
下
水
路
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
都
市

下
水
路
の
構
造
及
び
維
持
管
理
の
基
準

な
ど
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

松
茂
町
公
園
及
び
緑
地
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
は
、
都
市
公
園
の
設

置
及
び
規
模
に
関
す
る
技
術
的
基
準
並

び
に
都
市
公
園
に
公
園
施
設
と
し
て
設

け
ら
れ
る
建
築
物
の
建
築
面
積
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

松
茂
町
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
は
、
入
居
者
の
収
入
基
準
等

を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

松
茂
町
公
共
下
水
道
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
公
共
下

水
道
の
構
造
の
基
準
を
新
た
に
定
め
る

も
の
で
す
。

　

松
茂
町
水
道
事
業
布
設
工
事
監
督
者

の
配
置
基
準
及
び
資
格
基
準
並
び
に
水

道
技
術
管
理
者
の
資
格
基
準
に
関
す
る

条
例
に
つ
い
て
は
、
水
道
施
設
の
工
事

を
監
督
す
る
布
設
工
事
の
監
督
及
び
維

持
管
理
業
務
を
統
括
す
る
水
道
技
術
管

理
者
の
配
置
や
資
格
基
準
を
新
た
に
定

め
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

今
回
の
こ
れ
ら
の
条
例
が
施
行
さ

れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
何
か
変
更
さ

れ
る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　

今
回
の
条
例
の
制
定
及
び
一
部
改

正
に
つ
い
て
は
、
国
の
基
準
の
と
お

り
で
あ
る
の
で
、
従
前
と
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。

町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　

開
発
行
為
に
伴
う
道
路
を
新
た
に
五

路
線
認
定
す
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

町
道
に
認
定
す
る
際
に
は
、
ど
の

よ
う
な
調
査
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

Ａ　

開
発
区
域
の
道
路
は
、
工
事
が
完

了
し
た
時
点
で
、
県
と
松
茂
町
が
現

地
で
調
査
を
行
い
相
手
先
か
ら
の
説

明
を
受
け
、
検
査
に
合
格
す
る
と
竣

工
に
な
り
ま
す
。
竣
工
後
に
お
い
て

は
、
開
発
区
域
で
二
分
の
一
以
上
の

入
居
者
が
あ
っ
た
時
点
で
道
路
や
側

溝
に
傷
み
が
あ
る
な
ど
、
何
ら
か
の

不
都
合
が
あ
る
場
合
は
修
復
を
し
て

も
ら
い
、
な
い
場
合
は
そ
の
ま
ま
の

状
態
で
寄
付
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。

平
成
二
十
四
年
度
松
茂
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

（
所
管
分
）

　

事
業
の
確
定
及
び
最
終
見
込
み
に
よ

る
増
減
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

し
尿
処
理
場
で
の
し
尿
処
理
の
量

は
、
下
水
道
の
整
備
等
の
進
捗
に
伴

い
減
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
が
、
し

尿
処
理
を
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い

る
薬
品
等
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
購

入
し
て
い
る
の
か
。

Ａ　

時
勢
価
格
で
あ
る
た
め
、
年
度
に

よ
り
バ
ラ
ツ
キ
は
あ
る
も
の
の
、
入
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札
を
適
正
に
行
っ
て
購
入
し
て
い
ま

す
。

平
成
二
十
四
年
度
松
茂
町
長

原
渡
船
運
行
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）

　

事
業
の
確
定
及
び
最
終
見
込
み
に
よ

る
補
正
額
の
増
減
に
つ
い
て
、
質
疑
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
二
十
四
年
度
松
茂
町
公

共
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
三
号
）

　

事
業
の
確
定
及
び
最
終
見
込
み
に
よ

る
補
正
額
の
増
減
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

消
費
税
還
付
金
の
還
付
の
し
く
み
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

Ａ　

事
業
会
計
な
ど
の
収
益
の
発
生
す

る
特
別
会
計
で
は
、
歳
出
で
支
払
っ

た
消
費
税
が
歳
入
で
入
っ
て
き
た
消
費

税
よ
り
も
多
い
場
合
に
、
そ
の
消
費

税
の
差
し
引
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
消
費
税
の
還
付
が
発
生
し
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
長

原
渡
船
運
行
特
別
会
計
予
算

　

平
成
二
十
五
年
度
の
事
務
・
事
業
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
質
疑
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
農

業
集
落
排
水
特
別
会
計
予
算

　

平
成
二
十
五
年
度
の
事
務
・
事
業
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
質

疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

農
業
集
落
排
水
の
接
続
率
は
、
近

年
上
が
っ
て
い
な
い
状
況
が
続
い
て

い
る
。
接
続
率
を
高
め
る
た
め
の

方
針
や
目
標
を
立
て
て
い
る
の
で

す
か
。

Ａ　

水
環
境
に
つ
い
て
町
民
の
皆
さ
ま

に
理
解
を
求
め
る
の
が
接
続
率
向
上

の
原
点
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
未
接

続
の
方
に
は
、
粘
り
強
く
接
続
依
頼

を
し
て
い
き
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
公

共
下
水
道
特
別
会
計
予
算

　

平
成
二
十
五
年
度
の
事
務
・
事
業
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
質

疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

流
域
下
水
道
維
持
管
理
負
担
金
が

か
な
り
の
額
に
上
っ
て
い
ま
す
。
公

共
下
水
道
へ
の
接
続
率
を
よ
り
一
層

高
め
る
な
ど
、
財
政
が
圧
迫
さ
れ
な

い
よ
う
事
業
の
生
産
性
を
高
め
て
も

ら
い
た
い
が
、
ど
う
対
処
し
て
い
く

の
で
す
か
。

Ａ　

歳
入
の
増
加
が
図
れ
る
よ
う
接
続

率
を
高
め
る
努
力
を
今
後
も
続
け
て

ま
い
り
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
水

道
特
別
会
計
予
算

　

平
成
二
十
五
年
度
の
事
務
・
事
業
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
質

疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

加
賀
須
野
橋
架
替
工
事
負
担
金
の

支
出
に
つ
い
て
、
算
出
根
拠
を
教
え

て
も
ら
え
ま
す
か
。

Ａ　

加
賀
須
野
橋
の
架
け
替
え
に
伴
い
、

新
た
な
水
道
管
を
設
置
す
る
こ
と
か

ら
既
設
水
道
管
の
資
産
減
耗
相
当
額

を
県
に
支
払
う
も
の
で
す
。

Ｑ　

水
道
料
金
の
値
上
げ
は
、
い
つ
頃

実
施
す
る
の
で
す
か
。

Ａ　

こ
れ
ま
で
に
、
水
道
料
金
等
審
議

会
で
適
正
な
水
道
料
金
を
検
討
し
、

答
申
は
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

ま
だ
料
金
の
決
定
ま
で
に
は
至
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。
今
後
は
議
会
と
も
協

議
を
重
ね
適
正
に
水
道
料
金
を
決
定

し
て
ま
い
り
ま
す
。

教
育
民
生
常
任
委
員
会

委
員
長　

春
藤　

康
雄

　

付
託
さ
れ
た
案
件
の
議

案
十
一
件
は
、
原
案
の
と

お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

松
茂
町
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
本
部
条
例

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
に
発

生
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
経
緯

を
踏
ま
え
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
の
対
策
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、

法
的
整
備
の
必
要
性
か
ら
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
措
置
法
が
平
成
二
十

五
年
五
月
十
一
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
の
発
生
時
に
は
国
の
基
本
方
針
に
基

づ
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急

事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
際
の
措
置
と
し

て
、
市
町
村
で
は
県
の
対
策
本
部
の
設

置
に
合
わ
せ
て
市
町
村
の
対
策
本
部
を

設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
の
設
置
で

は
、
そ
の
事
務
並
び
に
組
織
等
に
つ
い

て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
に
基
づ
い
た
規
定
や
準
用
に
よ

り
執
行
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
規
定

以
外
で
必
要
な
事
項
は
町
の
条
例
で
定

め
る
た
め
、
松
茂
町
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
本
部
に
関
す
る
必
要
な
事

項
を
こ
の
た
び
条
例
で
定
め
る
も
の
で

す
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
の
で
す
か
。

Ａ　

厚
生
労
働
大
臣
が
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
公
表
し
た
も
の
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で
、
公
表
し
た
時
点
で
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
と
し
て
扱
わ
れ
、
法
に
即

し
た
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

板
野
郡
障
害
程
度
区
分
認
定

審
査
会
共
同
設
置
規
約
の
変

更
に
つ
い
て

　

板
野
郡
障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
会

共
同
設
置
規
約
は
、
平
成
十
八
年
度
に

障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
、
障

害
者
の
方
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う

ち
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
生
活
介
護

な
ど
介
護
給
付
を
受
け
る
と
す
る
場
合

に
、
国
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
障
害

者
の
心
身
の
状
態
を
総
合
的
に
表
す
障

害
程
度
区
分
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
支
給
決
定
に
は
市

町
村
認
定
審
査
会
の
判
定
の
結
果
を
参

考
に
、
町
長
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
平
成
十
八
年
六
月
議
会
に

お
い
て
、
障
害
程
度
区
分
認
定
に
係
る

審
査
業
務
を
板
野
郡
五
町
で
共
同
で
行

う
た
め
の
板
野
郡
障
害
程
度
区
分
認
定

審
査
会
共
同
設
置
規
約
が
議
決
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
事
務
所
は
藍
住
町
に

置
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
障

害
者
自
立
支
援
法
が
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
、
い
わ
ゆ
る
障
害
者
総

合
支
援
法
に
改
正
さ
れ
た
た
め
こ
の
規

約
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。
主

な
法
律
改
正
の
内
容
は
、
平
成
二
十
五

年
四
月
一
日
施
行
分
は
、
法
律
の
題
名

変
更
、
障
害
者
の
範
囲
に
難
病
の
方
を

加
え
る
こ
と
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
施
行
分
か
ら
は
、
障
害
程
度
区
分
に

つ
い
て
支
援
の
度
合
い
を
総
合
的
に
示

す
障
害
支
援
区
分
が
創
設
さ
れ
る
も
の

で
す
。

松
茂
町
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
入
所
定
員
及

び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
の
指
定
に
関
す

る
事
項
を
定
め
る
条
例

松
茂
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

松
茂
町
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例

　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め

の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
は
厚

生
労
働
省
令
で
規
定
し
て
い
た
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
こ

の
た
び
条
例
で
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

こ
の
条
例
に
該
当
す
る
施
設
は
、

松
茂
町
に
何
カ
所
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

と
い
う
の
は
、
定
員
が
二
十
九
名
以

下
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
、
入
浴
、

排
泄
、
食
事
な
ど
の
介
護
や
簡
単
な

機
能
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
施
設
で
す
。

近
隣
市
町
村
に
は
な
く
徳
島
県
で
は

那
賀
町
に
一
施
設
が
あ
り
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
度
松
茂
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

（
所
管
分
）

　

事
業
の
確
定
及
び
最
終
見
込
み
に
よ

る
補
正
額
の
増
減
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

松
茂
中
央
公
園（
た
こ
公
園
）に
は
、

た
く
さ
ん
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る

が
、
近
隣
住
宅
か
ら
は
落
ち
葉
等
の

苦
情
が
出
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

実
情
を
説
明
し
て
も
ら
え
ま
す
か
。

Ａ　

落
ち
葉
等
の
苦
情
に
は
、
個
別
に

相
談
を
し
て
い
ま
す
。
家
屋
に
隣
接

し
て
い
る
木
は
伐
採
予
定
と
し
て
い

ま
す
。

Ｑ　

松
茂
中
央
公
園
（
た
こ
公
園
）
内

で
松
茂
町
少
年
駅
伝
大
会
が
開
催
さ

れ
て
い
る
が
、
走
路
に
木
の
根
っ
こ

が
出
て
い
る
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

け
が
の
原
因
に
な
る
が
ど
の
よ
う
な

対
処
を
す
る
の
で
す
か
。

Ａ　

木
を
伐
採
す
る
こ
と
で
、
け
が
の

発
生
を
防
止
し
、
安
心
し
て
利
用
が

で
き
る
公
園
に
な
る
よ
う
管
理
し
て

ま
い
り
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
度
松
茂
町
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
四
号
）

　

事
業
の
確
定
及
び
最
終
見
込
み
に
よ

る
補
正
額
の
増
減
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

国
民
健
康
保
険
制
度
に
は
海
外
療

養
費
が
あ
る
が
、
大
阪
に
お
い
て
中

国
人
が
虚
偽
の
書
類
を
作
成
し
、
保

険
料
を
だ
ま
し
取
っ
た
事
件
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
松
茂
町
に
は
、
中
国

人
に
よ
る
請
求
が
過
去
に
あ
っ
た
の

か
伺
い
ま
す
。

Ａ　

三
〜
四
年
前
に
日
本
人
か
ら
こ
の

制
度
を
利
用
し
た
申
請
が
一
件
あ
り

ま
し
た
が
、
外
国
人
か
ら
の
請
求
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。



まつしげ町議会だより　2013.6　第52号11

平
成
二
十
四
年
度
松
茂
町
介

護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

　

事
業
の
確
定
及
び
最
終
見
込
み
に
よ

る
補
正
額
の
増
減
に
つ
い
て
、
質
疑
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
介

護
保
険
特
別
会
計
予
算

　

平
成
二
十
五
年
度
の
事
務
・
事
業
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
二
議
案
と
も
質

疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

　

平
成
二
十
五
年
度
の
事
務
・
事
業
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
質

疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ソ
フ
ト
の
購
入

に
つ
い
て
は
金
額
が
高
額
な
の
で
す

が
、
県
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
が
こ

の
ソ
フ
ト
を
購
入
す
る
た
め
の
予
算

計
上
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。
保
険

料
を
圧
迫
す
る
一
要
因
に
な
ら
な
い

の
で
す
か
。

Ａ　

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
に
加
入
し
て
い
る
県
下
二
十
四
市

町
村
が
、
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ

ト
代
を
予
算
計
上
し
て
事
業
の
遂
行

に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
国
か
ら
の

財
政
的
な
支
援
を
ど
う
引
き
出
す
か

が
今
後
の
課
題
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

Ｑ　

後
期
高
齢
者
は
七
十
五
歳
以
上
で

あ
る
が
、
そ
の
所
得
の
種
類
と
保
険

料
の
軽
減
割
合
、
免
除
制
度
に
つ
い

て
問
い
た
い
。
ま
た
、
低
所
得
者
の

生
活
が
安
定
す
る
よ
う
一
般
財
源
を

繰
り
入
れ
る
こ
と
は
検
討
し
て
い
な

い
の
で
す
か
。

Ａ　

被
保
険
者
は
高
齢
で
あ
る
た
め
年

金
所
得
が
主
で
あ
り
、
五
三
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
の
方
が
軽
減
率
の
適
用
を
受

け
て
い
ま
す
。
こ
の
保
険
に
は
免
除

制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
般

財
源
か
ら
の
繰
り
入
れ
に
つ
い
て
は
、

当
制
度
が
二
十
四
市
町
村
で
運
営
さ

れ
県
下
一
律
の
保
険
料
に
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
他
の
市
町
村
の
意
向

も
重
要
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

鳴
門
市
と
共
催
の
競
艇
事
業
は
年
間

で
二
十
四
日
開
催
さ
れ
、
収
益
金
は
町

の
財
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
四
年
度
は
、
松
茂
町
に
五

百
万
円
の
繰
り
出
し
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
も
引
き
続
き
、
舟
券
の
売
り
上
げ

向
上
と
経
営
改
善
に
努
力
す
る
考
え
で

あ
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
四
年
度
は
、
当
初
予
算
十

億
七
百
二
十
九
万
六
千
円
で
あ
り
、
松

茂
町
の
負
担
金
は
二
億
四
千
二
百
十
三

万
九
千
円
に
な
っ
て
い
ま
す
。
職
員
数

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
三

名
の
退
職
が
あ
り
ま
し
た
の
で
消
防
吏

員
採
用
試
験
を
実
施
し
、
同
じ
く
三
名

を
採
用
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
板

野
東
部
消
防
組
合
の
職
員
数
は
八
十
七

名
と
な
り
ま
し
た
。

　

街
頭
補
導
活
動
、
街
頭
補
導
活
動
、

相
談
活
動
、
子
ど
も
を
守
る
活
動
、
健

全
育
成
活
動
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支

援
活
動
の
業
務
を
実
施
し
ま
し
た
。
平

成
二
十
四
年
度
（
平
成
二
十
四
年
二
月

末
日
現
在
）
の
補
導
件
数
は
昨
年
度
よ

り
三
十
三
名
減
で
十
八
名
で
あ
り
ま
す
。

不
審
者
情
報
に
つ
い
て
は
、
十
件
発
生

し
て
お
り
、
昨
年
に
比
べ
五
件
の
減
と

な
っ
て
い
ま
す
。
関
係
機
関
と
の
連
携

を
深
め
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

広
域
連
合
で
は
保
険
料
の
決
定
、
医

療
給
付
等
を
行
い
、
各
種
届
出
の
受
付
、

窓
口
業
務
、
保
険
料
の
徴
収
等
は
市
町

村
で
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
四
年

度
の
予
算
総
額
は
、
一
千
百
二
十
二
億

六
千
百
五
十
八
万
七
千
円
で
事
業
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
、
制
度
の
趣

旨
や
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
こ
の

制
度
の
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

１　

定
例
監
査

　

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
並
び

に
町
行
政
に
係
る
事
業
の
管
理
等
に

つ
い
て
監
査
し
た
結
果
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

２　

監
査
の
結
果

⑴
予
算
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
概
ね
良

好
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。

　

歳
入
予
算
に
お
い
て
は
、
国
費
、

県
費
の
各
事
業
補
助
金
等
は
、
従
前

ど
お
り
年
度
末
な
い
し
は
そ
れ
以
降

の
交
付
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い

の
で
、そ
れ
ら
に
対
応
す
る
予
算
（
歳

出
）
が
多
額
に
な
り
、
資
金
繰
り
が

諸
般
の
報
告

松
茂
町
ほ
か
二
町

競
艇
事
業
組
合

板
野
東
部
青
少
年

育
成
セ
ン
タ
ー
組
合

板
野
東
部
消
防
組
合

徳
島
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合

監
査
委
員

・
谷
川　

進

・
春
藤
康
雄

監
査
報
告
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去
る
五
月
一
日
に
開
か
れ
た
臨
時

会
で
議
長
・
副
議
長
・
所
属
す
る
委

員
会
な
ど
の
議
会
構
成
が
決
ま
り
ま

し
た
。

　

広
報
特
別
委
員
会
に
所
属
す
る
私

た
ち
は
「
議
会
だ
よ
り
」
の
編
集
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
私
た
ち

の
議
会
活
動
が
町
民
の
皆
様
方
に
読

ん
で
ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
、
編

集
・
発
行
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

◆
議
会
広
報
特
別
委
員
会

委
員
長　

池
添
英
明

副
委
員
長　

森
谷　

靖

委
員　

春
藤
康
雄

委
員　

一
森
敬
司

委
員　

立
井
武
雄

編 

集 

後 

記

額
の
妥
当
性
を
厳
正
に
審
査
し
、
適

正
で
効
果
的
な
執
行
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。

⑷
委
託
及
び
工
事
請
負
に
つ
い
て
は
、

町
内
業
者
育
成
の
た
め
に
も
、
町
内

業
者
に
発
注
が
で
き
る
よ
う
に
努
力

し
て
く
だ
さ
い
。

⑸
現
金
出
納
事
務
を
扱
っ
て
い
る
窓
口

事
務
に
つ
い
て
、
各
担
当
部
局
で
は

今
後
と
も
現
金
の
取
り
扱
い
事
務
に

お
い
て
、
管
理
・
監
督
を
十
分
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

困
難
に
な
る
こ
と
も
考
慮
し
、
十
分

注
意
し
て
執
行
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
一
般
会
計
の
町
税
収
入
に
つ
い

て
は
、
前
年
度
に
引
き
続
き
、
収
納

努
力
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
評
価
で

き
ま
す
。
国
保
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
保
育
料
、

給
食
費
、
住
宅
使
用
料
等
の
収
納
に

つ
い
て
も
、
引
き
続
き
厳
し
い
経
済

情
勢
が
予
測
さ
れ
る
の
で
、
積
極
的

に
滞
納
防
止
に
努
力
し
て
く
だ
さ
い
。

　

歳
出
予
算
に
お
い
て
は
、
国
や
県

の
補
助
事
業
を
最
大
限
活
用
し
、
さ

ら
に
徹
底
し
た
経
費
の
節
減
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
競
争
原
理
に
基
づ

く
入
札
を
積
極
的
に
実
施
し
効
率
的

な
予
算
の
執
行
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
事
務
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

は
、
常
に
計
画
性
と
コ
ス
ト
意
識
を

も
っ
て
、
高
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
で
き
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

⑵
施
設
の
管
理
運
営
経
費
は
節
減
に
努

め
ら
れ
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て

い
る
も
の
と
認
め
ま
す
。
財
政
状
況

の
厳
し
い
折
か
ら
、
施
設
の
日
常
管

理
を
徹
底
し
、
光
熱
水
費
等
の
さ
ら

な
る
節
減
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。

⑶
各
事
業
、
団
体
等
に
対
す
る
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
交
付
に
あ

た
っ
て
は
、
収
支
状
況
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
補
助
金
の
必
要
性
や
金

　第１回定例会が開かれていた３月13日

（水）、町理事者や議会議員ら14人が学校

給食を試食しました。

　子どもたちが毎日食べている給食のより一

層の充実と、バランスの良い給食が提供でき

ているかなど現状を確認いたしました。

給食を食べる機会は少なく、なかなか

口にすることはありませんでしたが、

「味付け」や「食材」の鮮度などを実

感することができました。同時に、食

の安全面や衛生面でも、細心の注意が

払われ給食が提供できていることを再

確認いたしました。

　掛け替えのない子どもたちが、心身

ともに健やかに成長するために大きな

とても美味しくいただきましたとても美味しくいただきました

学校給食を試食しました学校給食を試食しました

役割を担っているのが学校給食であります。

今後とも、質の高い学校給食を提供し、望ま

しい食習慣の習得と健康づくりにつながるよ

う力を注いでまいります。

当日の献立
ごはん・じゃがいものそぼろ煮・ごま酢あえ・牛乳

◆給食センター運営委員会
　　　　委員長　春藤康雄
　　　副委員長　立井武雄


